
「顧客中心主義に基づく業務運営方針」

に関する取り組み結果（2022年度）



当社は、2017年6月29日に「顧客中心主義に基づく業務運営方針」を策定・公表し、推進してまいりました。

このたび2022年度における主な取り組み状況を以下の方針毎に取りまとめましたので、公表いたします。

詳細は次頁以降の通りです。

（本方針は金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」に照らして策定しております。原則との関係は、8ページ以降の対応関係表をご確認ください。）

当社はお客様の満足度向上が保有契約件数の上昇に資すると考え、年度ごとの「問い合わせ件数に対する苦情件数の割合」の推移を、取り組みの

進捗度合いを測る指標の一つとして設定し、総合指標(KPI)としてモニタリングしております。

問い合わせのうち、苦情の割合を減少させることを目指し、継続的な改善に努めてまいります。
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顧客中心主義に基づく業務運営方針

方針１.「顧客中心主義」の徹底 方針４.分かりやすい情報提供

方針２.「お客様の声」を活かす取り組み 方針５.利益相反の適切な管理

方針３.最適な保険商品・サービスの提供 方針６.本方針を役職員に浸透させる枠組み
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※問い合わせ件数は増加しているが、苦情件数はそれほど増加していない

2020年度 2021年度 2022年度



主な取り組み内容

・「顧客中心主義」の徹底を推進する取り組み

当社では、「行動指針」を定め、お客様の利益を最優先事項として行動します。

・CSR（企業の社会的責任）

当社では、社会の一構成要素としての社会性を認識し、さまざまなステークホルダー（利害関係者）の要請に応えなが

ら、社会の維持・発展に貢献していくとともに、「顧客中心主義」の基本に基づき、社会的信用の獲得に向けた事業を

展開します。

■2022年度の主な取り組み結果

・冬期の凍結事故・解氷作業の増加に備え、特別対応チームを設置、お客様への周知を実施

2022年度より、当社との共同保険引受先であるSBI常口セーフティ少額短期保険株式会社と特別対応チームを設置、

チームで100件超の凍結事故を処理し、事故件数が増加する中でもスムーズな対応を進めました。

また、2021年度に引き続き水道管凍結防止の注意喚起としてステッカー・チラシを作成、配布しました。

・各企業、団体への支援 以下のCSR活動を実施

・オレンジリボン運動（子ども虐待防止運動）への参加 https://www.orangeribbon.jp/

・チャンス・フォー・チルドレンへの支援 https://cfc.or.jp/

・フードドライブの実施

・協定先自治体（大田区）への協力（大田区の当社顧客に対してチラシを配布）
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行動指針

・人と社会に対してフェアに向き合う ・誇りと情熱を持って仕事に取り組む ・お客様本位の姿勢を常に大切にする

方針１ 「顧客中心主義」の徹底

当社は、正しい倫理的価値観を持ってお客様に誠実かつ公正に対応し、お客様に満足いただける良質なサービスを常に提供できるよう、「顧
客中心主義」の徹底に努めてまいります。
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■主な取り組み内容

・「お客様の声」の対応管理体制の構築

当社では「お客様相談室」を設け、お客様からのご意見、ご不満、ご要望等をお受けし、関係部門と連携して迅速な問題

解決に努めています。また、お客様からの貴重なご意見等は社内の各部門および取締役会で情報を共有し、当社の商品、

サービス、業務プロセスの改善に活かします。

■2022年度の主な取り組み結果
・お客様からいただいた声に基づく主な業務改善

お客様の声 深夜に家財保険のネット申込手続きをすることができず、とても不便だとのご意見をいただきました。

対応の内容 2023年3月より、家財保険のネット申込で24時間365日お手続きを可能にしました。
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方針２ 「お客様の声」を活かす取り組み

当社は、お客様からいただいた声を真摯に受け止め、誠意をもって適切かつ迅速に対応するとともに、有益な経営情報源とし

て業務の改善につなげ、お客様の利便性向上に努めてまいります。

お客様の声
事故発生の際、事故受付センターへ何度も電話をしてもつながらず、すぐに連絡ができなかったとの
ご意見をいただきました。

対応の内容
2022年6月より、家財保険について電話だけでなく新たに当社コーポレートサイト上での事故受付を開始

しました。

お客様の声
異動書類の書き方が分かりにくい、ネット解約フォームへの入力の仕方が分からないといったご意見を
いただきました。

対応の内容
異動書類の記入例を新たに作成するとともに、ペーパーレス推進のためにネット解約フォーム改善に

継続的に取り組みました。
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■主な取り組み内容

・お客様のニーズに応える商品の開発

お客様の声を収集し、ご要望を反映しながらお客様のニーズに応える商品開発を積極的に行います。

・お客様のニーズに応えるための商品ラインアップの拡充

自社での商品開発だけではなく、ほかの保険会社の商品を代理店として取り扱うことで商品ラインアップを拡充し、お客

様のニーズにお応えできるよう努めます。

■2022年度の主な取り組み結果

・トライアンフモーターサイクルズジャパン株式会社と協業し『TRIUMPH 車両＆盗難保険』を販売開始

世界で最も古い歴史を持つ英国のモーターサイクルブランド、トライアンフのオフィシャル保険サービスとして、全国の正規販売店および専

用ウェブサイトで「TRIUMPH 車両＆盗難保険」の取り扱いを2023年2月より開始しました。この保険は、交通事故による車両の全損・半損

や盗難の被害からトライアンフのバイク本体を守ります。

さらに、トライアンフのオーナーや正規販売店のみなさまからの要望を受け、2023年5月には水災被害を補償する特約の提供も開始しました。

・クーリング・オフのインターネット申請

2022年5月に改正保険業法が施行され、書面だけでなく電磁的記録によるクーリング・オフが可能になりました。

当社では、お客様の手続きの利便性を考え、コーポレートサイトに新たにクーリング・オフの申し出フォームを設けました。

これにより、クーリング・オフの手続きがインターネットでも行えるようになりました。

・代理店を通じた販売態勢の整備

当社は代理店を通じた販売を主としており、代理店がお客様に最適な保険商品・サービスの提供を行っているか、保険募集業務が適正に行わ

れているかを確認するため、当社社員による「代理店点検」、リスク管理室による 「代理店監査」、および内部監査部による実施状況の確認

という、スリーディフェンスラインのチェック態勢で、代理店の法令遵守状況や業務遂行状況の実態を把握するとともに、業務適正化の指導

を行っています。 2022年度も、代理店点検の実施によって代理店の法令等遵守状況や業務遂行状況を把握するとともに、必要に応じて業務適

正化の指導を行い、適切な保険募集態勢の整備を行っています。
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方針３ 最適な保険商品・サービスの提供

当社は、革新的な発想でお客様のニーズに応える商品の開発に努めるとともに、ほかの保険会社等との提携により商品ライン

アップやサービスの拡充に取り組みます。
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■主な取り組み内容

・提供する情報の充実

当社では、当社の契約者、代理店、株主をはじめ、一般消費者および地域社会の皆様が当社事業内容をご理解のうえ、適正

なご評価をいただくために、ディスクロージャー誌ならびにウェブサイトで、当社の事業に関する重要な情報の適切な開示

に努めます。また、当社コーポレートサイトには、商品・サービス・お手続き方法や会社情報、当社からのお知らせを掲載

します。

・情報の分かりやすさへの配慮

分かりやすい募集資料を作成するため、商品パンフレット等の作成にあたっては、イラストで表現することで補償内容およ

び保険金のお支払い事例を直感的にご理解いただけるよう工夫し、文字サイズ、色、レイアウトなどに配慮を行い必要な情

報を分かりやすくお伝えできるように努めます。

■2022年度の主な取り組み結果

・分かりやすい商品やお手続きの説明

当社の保険商品やお手続きをより多くの人へ認知してもらうため、コーポレートサイトの申込ページや商品紹介ページをお

客様にとって分かりやすくなるよう改善を繰り返し、また異動解約等各種お手続きについて利便性向上に努めました。

・文字の大きさやレイアウトを見やすいように変更した。

・不備が一定数発生するため、記入例を添付した。
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方針４ 分かりやすい情報提供

当社は、お客様がご自身のご意向に沿った保険商品・サービスを選択することができるよう、保険商品・サービス等に関する

重要な情報について、お客様の立場に立った分かりやすく丁寧な説明に努めてまいります。
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■主な取り組み内容

・「利益相反管理方針」の策定・公表

当社では、利益相反取引の報告および措置に関する基本事項を「利益相反管理方針」に定め、社内外への周知を行います。

・利益相反管理態勢の確保

当社では、独立した利益相反管理統括部署を設置し、適切な利益相反管理態勢の確保に努めます。

■2022年度の主な取り組み結果

・利益相反管理統括部署による管理

当社の利益相反管理方針に従い、利益相反管理の対象となる法人を適切に管理・メンテナンスのうえ随時公表するととも

に、利益相反管理統括部署による取引の管理を継続して行い、適切な利益相反管理態勢の確保に努めました。

・適切な保険募集管理態勢の整備

当社はグループ会社を含む他社の代理店としても保険商品を販売していることから、「推奨販売方針」を定めて当社コー

ポレートサイトで公開しています。ご案内可能な保険商品が複数存在する場合、保険募集を行う当社および当社役職員が

お客様のご意向に基づいて商品を絞り込み、または特定の商品を提示・推奨する場合における推奨理由や基準を定める等、

利益相反が生じないよう適切な保険募集管理態勢を整備しております。

© 2023 SBI Nihon SSI Co., Ltd.

方針５ 利益相反取引の適切な管理

当社は、お客様の利益が不当に害されることのないよう「利益相反管理方針」を定め、利益相反の可能性を適切に把握し、管

理・対応できる態勢を整備します。
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■主な取り組み内容

・コンプライアンス研修の実施

事業年度ごとにコンプライアンス・プログラムを策定し、全役職員を対象とした、コンプライアンス（法令等遵守）研

修を実施します。

■2022年度の主な取り組み結果

・コンプライアンス研修の実施

2022年度コンプライアンス・プログラムを取締役会が策定し、コンプライアンス研修を全役職員を対象として実施しま

した。

また、2022年度に入社した社員に対しては、入社研修時にコンプライアンス研修を実施しています。

・カスタマーサービス部門での研修実施

高品質なサービスを提供するため、部署内で保険商品等についての研修を導入し、専門性の高い人材を育成しています。

また、お客様からのお問い合わせを基にした顧客対応資料を部門内で運用することで、お客様の特性に配慮した対応を

正確かつ迅速に行うよう努めています。
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方針６ 本方針を役職員に浸透させる枠組み

当社は、各種研修や目標評価制度の整備等を通じ、全役職員に対して「顧客中心主義」の徹底に向けた持続的な自己変革を促

し、お客様中心の業務運営を推進してまいります。
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原則
実施・
不実施

取組方針の該当箇所 取組状況の該当箇所

原則２

【顧客の最善の利益の追求】
金融事業者は、高度の専門性と職業倫理を保持し、顧客に対して誠実・
公正に業務を行い、顧客の最善の利益を図るべきである。金融事業者は、
こうした業務運営が企業文化として定着するよう努めるべきである。

実施
方針「お客様の声」を活かす取
り組み

P3.方針2「お客様の声」を
活かす取り組み
■2022年度の主な取組結果

(注)

金融事業者は、顧客との取引に際し、顧客本位の良質なサー
ビスを提供し、顧客の最善の利益を図ることにより、自らの
安定した顧客基盤と収益の確保につなげていくことを目指す
べきである。

実施 方針「顧客中心主義」の徹底
P2.方針1「顧客中心主義」
の徹底
■2022年度の主な取組結果

原則３

【利益相反の適切な管理】
金融事業者は、取引における顧客との利益相反の可能性について正確に
把握し、利益相反の可能性がある場合には、当該利益相反を適切に管理
すべきである。金融事業者は、そのための具体的な対応方針をあらかじ
め策定すべきである。

実施 方針 利益相反取引の適切な管理
P6.方針5 利益相反取引の適
切な管理
■2022年度の主な取組結果

(注)

金融事業者は、利益相反の可能性を判断するに当たって、例
えば、以下の事情が取引又は業務に及ぼす影響についても考
慮すべきである。
・販売会社が、金融商品の顧客への販売・推奨等に伴って、
当該商品の提供会社から、委託手数料等の支払を受ける場合
・販売会社が、同一グループに属する別の会社から提供を受
けた商品を販売・推奨等する場合
・同一主体又はグループ内に法人営業部門と運用部門を有し
ており、当該運用部門が、資産の運用先に法人営業部門が取
引関係等を有する企業を選ぶ場合

実施 方針 利益相反取引の適切な管理
P6.方針5 利益相反取引の適
切な管理
■2022年度の主な取組結果
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金融庁「顧客本位の業務運営方針に関する原則」との対応関係表
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金融事業者の名称 SBI日本少額短期保険株式会社

■取組方針掲載ページのURL： https://www.n-ssi.co.jp/about/fiduciaryduty.html

■取組状況掲載ページのURL： https://www.n-ssi.co.jp/pdf/fiduciaryduty/result/2022.pdf

掲載・更新年月日 2023年6月28日
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原則
実施・
不実施

取組方針の該当箇所 取組状況の該当箇所

原則４

【手数料等の明確化】
金融事業者は、名目を問わず、顧客が負担する手数料その他の費用の詳
細を、当該手数料等がどのようなサービスの対価に関するものかを含め、
顧客が理解できるよう情報提供すべきである。

非該当

（ご参考）
※金融庁「顧客本位の業務運営に
関する原則」と当社「顧客中心主
義に基づく業務運営方針」との関
係について

（ご参考）
※金融庁「顧客本位の業務運営に
関する原則」と当社「顧客中心主
義に基づく業務運営方針」との関
係について

原則５

【重要な情報の分かりやすい提供】
金融事業者は、顧客との情報の非対称性があることを踏まえ、上記原則
４に示された事項のほか、金融商品・サービスの販売・推奨等に係る重
要な情報を顧客が理解できるよう分かりやすく提供すべきである。

実施 方針 分かりやすい情報提供
P5.方針4 分かりやすい情報
提供
■2022年度の主な取組結果

(注1)

重要な情報には以下の内容が含まれるべきである。
・顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品・サービスの基
本的な利益（リターン）、損失その他のリスク、取引条件
・顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品の組成に携わる
金融事業者が販売対象として想定する顧客属性
・顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品・サービスの選
定理由（顧客のニーズ及び意向を踏まえたものであると判断
する理由を含む）
・顧客に販売・推奨等を行う金融商品・サービスについて、
顧客との利益相反の可能性がある場合には、その具体的内容
（第三者から受け取る手数料等を含む）及びこれが取引又は
業務に及ぼす影響

実施
方針 利益相反取引の適切な
管理

P6.方針5 利益相反取引の適
切な管理
■2022年度の主な取組結果

(注2)

金融事業者は、複数の金融商品・サービスをパッケージとし
て販売・推奨等する場合には、個別に購入することが可能で
あるか否かを顧客に示すとともに、パッケージ化する場合と
しない場合を顧客が比較することが可能となるよう、それぞ
れの重要な情報について提供すべきである（（注２）～（注
５）は手数料等の情報を提供する場合においても同じ）。

実施 方針 分かりやすい情報提供
P5.方針4 分かりやすい情報
提供
■2022年度の主な取組結果

(注3)
金融事業者は、顧客の取引経験や金融知識を考慮の上、明確、
平易であって、誤解を招くことのない誠実な内容の情報提供
を行うべきである。

実施 方針 分かりやすい情報提供
P5.方針4 分かりやすい情報
提供
■2022年度の主な取組結果
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原則
実施・
不実施

取組方針の該当箇所 取組状況の該当箇所

原則５

(注4)

金融事業者は、顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品・
サービスの複雑さに見合った情報提供を、分かりやすく行う
べきである。単純でリスクの低い商品の販売・推奨等を行う
場合には簡潔な情報提供とする一方、複雑又はリスクの高い
商品の販売・推奨等を行う場合には、顧客において同種の商
品の内容と比較することが容易となるように配意した資料を
用いつつ、リスクとリターンの関係など基本的な構造を含め、
より分かりやすく丁寧な情報提供がなされるよう工夫すべき
である。

実施 方針 分かりやすい情報提供
P5.方針4 分かりやすい情報
提供
■2022年度の主な取組結果

(注5)
金融事業者は、顧客に対して情報を提供する際には、情報を
重要性に応じて区別し、より重要な情報については特に強調
するなどして顧客の注意を促すべきである。

実施 方針 分かりやすい情報提供
P5.方針4 分かりやすい情報
提供
■2022年度の主な取組結果

原則６

【顧客にふさわしいサービスの提供】
金融事業者は、顧客の資産状況、取引経験、知識及び取引目的・ニーズ
を把握し、当該顧客にふさわしい金融商品・サービスの組成、販売・推
奨等を行うべきである。

実施
方針 最適な保険商品・サー
ビスの提供

P4.方針3 最適な保険商品・
サービスの提供
■2022年度の主な取組結果

(注1)

金融事業者は、金融商品・サービスの販売・推奨等に関し、
以下の点に留意すべきである。
・顧客の意向を確認した上で、まず、顧客のライフプラン等
を踏まえた目標資産額や安全資産と投資性資産の適切な割合
を検討し、それに基づき、具体的な金融商品・サービスの提
案を行うこと
・具体的な金融商品・サービスの提案は、自らが取り扱う金
融商品・サービスについて、各業法の枠を超えて横断的に、
類似商品・サービスや代替商品・サービスの内容（手数料を
含む）と比較しながら行うこと
・金融商品・サービスの販売後において、顧客の意向に基づ
き、長期的な視点にも配慮した適切なフォローアップを行う
こと

非該当

※「金融庁『顧客本位の業
務運営に関する原則』と当
社『顧客中心主義に基づく
業務運営方針』との関係に
ついて」をご参照ください

※「金融庁『顧客本位の業
務運営に関する原則』と当
社『顧客中心主義に基づく
業務運営方針』との関係に
ついて」をご参照ください

(注2)
金融事業者は、複数の金融商品・サービスをパッケージとし
て販売・推奨等する場合には、当該パッケージ全体が当該顧
客にふさわしいかについて留意すべきである。

実施
方針 最適な保険商品・サー
ビスの提供

P4.方針3 最適な保険商品・
サービスの提供
■2022年度の主な取組結果
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※金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」と当社「顧客中心主義に基づく業務運営方針」との関係について
原則４および原則６（注１）（注４）については、投資・貯蓄を目的とした保険商品や、複雑またはリスクの高い金融商品の取り扱いがなく、また、サービス
の対価として顧客が手数料を負担することがないため、当社方針の対象としておりません。

原則
実施・
不実施

取組方針の該当箇所 取組状況の該当箇所

原則６

(注3)

金融商品の組成に携わる金融事業者は、商品の組成に当たり、
商品の特性を踏まえて、販売対象として想定する顧客属性を
特定・公表するとともに、商品の販売に携わる金融事業者に
おいてそれに沿った販売がなされるよう留意すべきである。

実施
方針 最適な保険商品・
サービスの提供

P4.方針3 最適な保険商品・
サービスの提供
■2022年度の主な取組結果

(注4)

金融事業者は、特に、複雑又はリスクの高い金融商品の販
売・推奨等を行う場合や、金融取引被害を受けやすい属性の
顧客グループに対して商品の販売・推奨等を行う場合には、
商品や顧客の属性に応じ、当該商品の販売・推奨等が適当か
より慎重に審査すべきである。

非該当

※「金融庁『顧客本位の
業務運営に関する原則』
と当社『顧客中心主義に
基づく業務運営方針』と
の関係について」をご参
照ください

※「金融庁『顧客本位の業
務運営に関する原則』と当
社『顧客中心主義に基づく
業務運営方針』との関係に
ついて」をご参照ください

(注5)

金融事業者は、従業員がその取り扱う金融商品の仕組み等に
係る理解を深めるよう努めるとともに、顧客に対して、その
属性に応じ、金融取引に関する基本的な知識を得られるため
の情報提供を積極的に行うべきである。

実施
方針 本方針を役職員に浸
透させる枠組み

P7.方針6 本方針を役職員に
浸透させる枠組み
■2022年度の主な取組結果

原則７

【従業員に対する適切な動機づけの枠組み等】
金融事業者は、顧客の最善の利益を追求するための行動、顧客の公正な
取扱い、利益相反の適切な管理等を促進するように設計された報酬・業
績評価体系、従業員研修その他の適切な動機づけの枠組みや適切なガバ
ナンス体制を整備すべきである。

実施
方針 本方針を役職員に浸
透させる枠組み

P7.方針6 本方針を役職員に
浸透させる枠組み
■2022年度の主な取組結果

(注)

金融事業者は、各原則（これらに付されている注を含む）に
関して実施する内容及び実施しない代わりに講じる代替策の
内容について、これらに携わる従業員に周知するとともに、
当該従業員の業務を支援・検証するための体制を整備すべき
である。

実施
方針 本方針を役職員に浸
透させる枠組み

P7.方針6 本方針を役職員に
浸透させる枠組み
■2022年度の主な取組結果

部署 経営企画部
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